
［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2218）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．サービス事業体スタートアップ支援
スタートアップ段階の事業者を対象に、農業支援サービスを募集し、そのサービスを使

いたい産地においてサービスを試行・改良を支援することにより、農業支援サービスの産
地への定着（マッチング）を推進します。

２．サービス活用促進
農業サービス事業体の活動内容について、産地の関係者に対して情報を発信する

イベントの開催や農業支援サービス事業体の情報をサービスの利用希望者や関係者
が収集できるポータルサイトの構築を支援します。

３．スマート農業機械等導入支援
農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等

を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を支援します。

27 農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策

＜対策のポイント＞
農業支援サービス事業者の創出を促すため、スタートアップ段階の農業支援サービスについて試行・改良を行いながらマッチングを行う取組や、農業支援
サービスの活用を促進する環境整備の取組、農業支援サービス事業者が行うスマート農業機械等の導入の取組に対して支援します。

＜事業目標＞
農業支援サービスの利用を希望する農業の担い手の８割以上が実際に利用［令和７年まで］

＜事業の流れ＞
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【令和４年度補正予算額 1,236百万円】
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